
現
況
届
の
提
出
が
原
則
不　

要
に
な
り
ま
す

　

令
和
４
年
度
か
ら
は
、
受
給
者

の
現
況
を
住
民
基
本
台
帳
等
で
確

認
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
①
～
⑤
に
該
当

す
る
方
は
、
現
況
届
の
提
出
が
必

要
で
す
。
６
月
上
旬
に
現
況
届
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
６
月
30
日
㊍

ま
で
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

①�

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
を
理
由

に
避
難
し
て
い
る
た
め
、
住
民

票
の
住
所
地
が
茂
原
市
と
異
な

る
方

②�

支
給
要
件
児
童
の
戸
籍
や
住
民

票
が
な
い
方

③�

離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居

さ
れ
て
い
る
方

④�

法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、

施
設
等
の
受
給
者
の
方

⑤�

そ
の
他
、
市
か
ら
提
出
の
案
内

が
あ
っ
た
方

※�

①
～
④
に
該
当
す
る
方
で
、
現

況
届
が
届
い
て
い
な
い
場
合
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

所
得
が
基
準
額
以
上
の
世
帯

は
、
特
例
給
付
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す

　

令
和
４
年
６
月
１
日
施
行
の
児

童
手
当
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

令
和
４
年
10
月
支
給
分
（
６
月
～

９
月
分
）
か
ら
、
児
童
を
養
育
し

て
い
る
方
の
所
得
が
表
の
②
以
上

の
場
合
、
児
童
手
当
等
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

※�

児
童
手
当
等
が
支
給
さ
れ
な
く

な
っ
た
後
に
所
得
が
表
の
②
を
下

回
っ
た
場
合
、
改
め
て
認
定
請

求
書
等
の
提
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※�

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
の
所

得
が
、
表
の
①
未
満
の
場
合
は

児
童
手
当
を
、
所
得
が
表
の
①

以
上
②
未
満
の
場
合
は
特
例
給

付
（
児
童
１
人
当
た
り
月
額
一

律
５
千
円
）
を
支
給
し
ま
す
。

問
合
せ

子
育
て
支
援
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
３　
6
⒇
１
６
１
０

　

市
で
は
０
歳
か
ら
中
学
３
年
生

ま
で
の
お
子
さ
ん
を
対
象
に
「
子

ど
も
医
療
費
助
成
受
給
券
」
を
発

行
し
て
い
ま
す
。

　

８
月
か
ら
使
用
で
き
る
受
給
券

は
、受
給
資
格
等
を
決
定
し
た
後
、

７
月
末
に
発
送
し
ま
す
。（
原
則
、

申
請
不
要
）

　

住
民
税
が
未
申
告
で
あ
る
場
合

は
受
給
資
格
等
を
確
認
で
き
な
い

た
め
、
受
給
券
を
発
行
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
住
民
税
の

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
更
新
に
当
た
り
、
令
和

４
年
度
の
所
得
と
住
民
税
額
を
証

す
る
書
面
の
提
出
が
必
要
な
方
に

は
、
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ

子
育
て
支
援
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
３�

6
⒇
１
６
１
０

子ども医療費
助成受給券が

更新されます

令
和
４
年
10
月
支
給
分
か
ら

児
童
手
当
の
制
度
が

�
一
部
変
更
に
な
り
ま
す

変更１

変更２

①所得制限限度額 ②所得上限限度額

扶養親族等の数（カッコ内は例） 所 得 額 収入額の
目　　安 所 得 額 収入額の

目　　安
０人（前年末に児童が生まれていない場合 等） 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
１人（児童１人の場合 等） 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
２人（児童１人 ＋ 年収103万円以下の配偶者の場合 等） 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
３人（児童２人 ＋ 年収103万円以下の配偶者の場合 等） 736万円 960万円 972万円 1200万円
４人（児童３人 ＋ 年収103万円以下の配偶者の場合 等） 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
５人（児童４人 ＋ 年収103万円以下の配偶者の場合 等） 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※�扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族（里親などに委託されている児童や
施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。）ならびに扶養親族等でない
児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。�扶養親族等の数に応じて、限度額
（所得額ベース）は、１人につき38万円（扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養
親族であるときは44万円）を加算した額となります。

※�「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や
医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
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